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取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 
 

 

当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会のより一層

の機能向上を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を実施しましたので、その概

要をお知らせいたします。 

記 

１． 分析・評価の方法 

全ての取締役及び監査役に対し、評価の趣旨等を説明のうえ「取締役会評価に関する質問票」を配

布し、得られた回答を基に当社取締役会において、自己評価結果の分析及び今後の課題について議論

いたしました。 

なお、質問票の主な項目は以下のとおりです。 

（１） 取締役会の構成に関する質問 

（２） 取締役会の運営に関する質問 

（３） 取締役会の議題に関する質問 

（４） 取締役会を支える体制に関する質問 

 

２． 分析・評価結果の概要 

上記による評価の結果、質問項目全般にわたり概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性

は確保できていると評価いたしました。一方、取締役会の実効性を更に高めるための今後の課題は、

以下のとおりであるとの認識が共有されました。 

・取締役会への提出資料記載事項及び報告内容の更なる充実化 

・経営陣の選任、解任及び報酬についての議論の活性化 

・中期経営計画についての議論の活性化 

・コンプライアンス体制及び事業に対するリスク管理体制についての理解度の向上及び議論の活性化 

 

３．今後の取り組み 

当社取締役会は、上記の分析・評価結果に記載の今後の課題に対応していくとともに、中長期的な

課題については、引き続き取締役会で検討していくことで取締役会の更なる実効性の確保を図り、コ

ーポレートガバナンス体制の強化及び中長期的な企業価値の向上に努めて参ります。 

以上 


